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研究成果の概要（和文）：日本では、憲法裁判機関である最高裁判所の違憲判決が諸外国と比較して極めて少な
いこともあり、政治部門において示される憲法解釈が様々な行政実務において事実上の拘束力を持つことが多
い。そのため、政治部門の憲法解釈の規範構造の解明が重要である。そこで、本研究では、フランスを素材にし
て、政府の憲法解釈が生成される過程を詳細に分析したうえで、政府と議会等他の国家諸機関との憲法解釈を巡
る相互作用を検証することを通じて、政治部門内部の国家諸機関が相互対話のなかで憲法秩序を多元的に創造し
ていることを実証的に明らかにした。

研究成果の概要（英文）： In Japan, the number of unconstitutional decisions by the Supreme Court is 
extremely small, compared to other countries, and constitutional interpretations indicated in the 
political sector are often virtually binding in various administrative practices. Therefore, it is 
important to clarify the normative structure of constitutional interpretation of the political 
sector.
 
 In this study, France is used as a material to analyze in detail the process by which the 
government's constitutional interpretation is generated, and then to examine the interaction between
 the government and other national institutions such as parliament. It has been empirically 
clarified that national institutions within the political sector create pluralistically the 
constitutional order in mutual dialogue.
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
政府の憲法解釈の動態に目を向けることは、憲法学にとってより大きな課題である権力分立原理の理解にも深く
関わる。政府補佐機関が政府の憲法解釈の生成にどのような関わりを持っているのかを実証的・比較法的に明ら
かにすることを通じて、政府の憲法解釈の意義と内容を具体的に示すことは、政府の憲法解釈権の規範構造を明
らかにすることでもある。そして、政府の憲法解釈権の規範構造の解明は、裁判所の憲法解釈とその意義の分析
に偏りがちである憲法学説に対して、再考を促す契機となることが期待される。さらに、国家の各機関による憲
法解釈という営みそのものの意味を問い直す契機にもなる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
従来の憲法学説は、最高裁判所をはじめとする裁判所の憲法解釈を中心に分析・研究を行っ

てきた。そのため、政府の憲法解釈については、もっぱら憲法第 9 条に関する分析・研究に限
定され、他の憲法条項に対してはほとんど関心が払われてこなかった。しかしながら、2014
年 7 月 1 日に政府が集団的自衛権に関する憲法解釈を変更したことを契機として、憲法学説だ
けでなく他の学問領域や市民の間でも、憲法第 9 条を含む憲法条項全般に関する政府解釈の位
置づけやその意義に改めて目が向けられるようになった。 
 
２．研究の目的 
本研究課題は、政府の憲法解釈が政府内部の諸機関においてどのように生成され、また、政

府の憲法解釈の生成に際していかなる政府機関が相互にどのような役割を果たしているかを実
証的・比較法的に分析し、さらに、そのように生成された政府の憲法解釈が、裁判所あるいは
議会の憲法解釈との関係でどのような役割を果たしているかについて分析・研究することを通
じて、政府の憲法解釈に対して規範論的評価を行うための手がかりを見いだすことを目指した。 
政府の憲法解釈の動態を実証的かつ比較法的に明らかにすることは、政府の憲法解釈の規範

論的・理論的研究の発展につながると思われる。我が国においては、これまで政府の憲法解釈
権に関する規範論的・理論的研究はほとんどなされてこなかったため、本研究による分析は、
政府の憲法解釈権の規範構造を明らかにする試みとして萌芽的なものになると思われる。換言
すれば、本研究は、政府の憲法解釈に関する基礎的研究であり、今後の発展可能性を秘めてい
るものである。 
 
３．研究の方法 
我が国においては、政府の憲法解釈の実証的研究、とりわけ比較法的手法を用いたものは、

アメリカに関してはいくつか存在するものの、それ以外の国に関しては質量ともに極めて乏し
い。そこで、本研究は、政府の憲法解釈が統治機構内部において大きな役割を果たしているフ
ランスに注目し、フランス法を比較法的素材として、政府の憲法解釈の動態を解明することに
努めた。 
フランスにおいては、政府の諮問機関であるコンセイユ・デタ（国務院）は、特定の法律問

題について政府に憲法解釈を答申することがしばしばあり、その憲法解釈を政府が採用するこ
ともあれば採用しないこともあるが、少なくとも、政府の憲法解釈あるいはコンセイユ・デタ
の憲法解釈が、議会における法案審議の場面等において、一定の影響力を有している。さらに、
憲法裁判所としての憲法院に対しても、政府あるいはコンセイユ・デタの憲法解釈が一定の影
響を与えている。したがって、フランスにおける政府の憲法解釈の生成過程、そして、憲法解
釈をめぐる議会や憲法院との相互作用について実証的に分析することは、我が国における政府 
の憲法解釈のあり方を考察する上で、大変参考になるのである。 
具体的な研究の方法としては、まず、フランスにおける政府の憲法解釈の生成過程および政

府の憲法解釈と裁判所・議会の憲法解釈との相互作用に関する文献の調査と検討を行った。た
だし、フランスにおいても日本と同様に、政府の憲法解釈を実証的に分析・研究した文献は多
くないため、限られた文献の調査を通じていくつかの仮説を立てたうえで、実際に政府内で憲
法解釈に従事する当事者（法制官僚）に対して直接聞き取り調査を行い、事前に立てた仮設に
ついて検証する作業を行った。その際、フランスの複数の憲法研究者にもヒヤリングを実施し、
調査・研究内容の方向性に関する確認作業も随時行った。 
 
４．研究成果 
フランスにおいては、政府の諮問機関であり日本の内閣法制局のモデルともいわれるコンセ

イユ・デタに加えて、政府専属の法律顧問として政府を補佐する内閣事務総局も、政府の憲法
解釈の生成において極めて重要な役割を果たしていることが明らかとなった。内閣事務総局を
中心に政府内部で作成された政府提出法律案は、憲法の規定に基づき、必ずコンセイユ・デタ
に諮問されるが、それに対してコンセイユ・デタが示す意見に内閣事務総局が必ず従うわけで
はない。内閣（事務総局）とコンセイユ・デタの間では、法解釈上の対話だけでなく、政治的
色彩を帯びた駆け引きも行われ、そこには憲法解釈を巡るダイナミズムが見られる。また、ミ
クロな単位では、各省に置かれている法務部の役割も政府内部における憲法解釈の生成におい
てその土台を形成するうえで無視できない存在であることが明らかとなった。つまり、フラン
スでは、これらの政府諸機関の日常的な相互対話のなかで政府の公式な憲法解釈が確定してい
るのである。そして、このようにして生成された政府の憲法解釈は、議会における法案審議の
場面はもちろんのこと、憲法裁判機関である憲法院の憲法解釈に対しても大きな影響を与えて
いる。したがって、フランスにおける政府の憲法解釈は、それ自体として憲法院判決のような
既判力を有するものではないが、議会での法案審議で示され、形成される憲法解釈、そして憲
法院が判決を通じて示す憲法解釈の内容を事実上方向付けるものとなっているのである。 
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